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 ウィルあいちセミナー等

の受講修了生による自主

活動グループで組織され

た団体です。 
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  *女性学”98の会 
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 *そだね2017 
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最近メディアなどでSDGsという”アルファベット略語”を見る機会が多くなりません

か。 

SDGs は、2015年9月の国連サミットで採択されたSustainable Develop-

ment Goals (持続可能な開発目標)で、17のゴール（目標）と169のターゲット

（具体的指標）が含まれています。私はこれを、危機感を持って“ホモサピエンス

（地球上で唯一のヒト属）が生き延びるために必要な目標”と考えております。 

2000年国連はより安全で豊かな世界づくりのために2015年までのミレニアム開

発目標（MDGｓ）をまとめ、世界の飢餓や貧困、ジェンダー、疾病等の問題に取

り組みました。その成果を踏まえ、環境保護や、平和と人権の保証を実現しながら、

人々のニーズを満たし、経済変化に対応し、“誰一人として置き去りにしない” ため

に考えられたグローバルな目標がSDGsです。2030年までの15年間の目標で、日

本でも企業の取り組みを先頭に教育機関や自治体などに活動が広がってきていま

す。 

SDGsの17目標と169ターゲットを見てみますと、今世界にどのような問題があるのか、ま

たそれらが相互にどのように関連しているのかが良く分かります。さらに問題の根源がどこにあ

るのかが見えてくるように思われ、つくづくと考えさせられます。 

たとえば、第5目標ジェンダー平等はMDGsから引き継がれ、女性への差別や有害な慣

行の撤廃、経済資源や社会政治に対するに同等の権利、ICT(情報・通信技術)などの能

力強化等の９ターゲットが含まれております。とかく発展途上国の女性の問題と見過ごされ

ていますが、世界男女格差指数ランキング１１０位の日本にとっても重要な課題です。 

それ以上に「ジェンダーに関する問題の根源は『歴史的価値観を転換する必然性』にあ

り、第5目標はSDGsの根幹に関わる」と私は思います。狩猟採集の時代から農作が始まっ

て集落が国に変わる時機に重要となった「闘う力」により、人の世界は男性が支配するように

なりました。しかし、もし、これまでに無かったジェンダー平等の社会が実現すれば、世界の価

値観は大きく変わり、平和でより環境に優しい時代が到来することが期待できます。「女性の

活躍」が単に現在の社会における労働力の補完ではなく、真に「女性の声」が強く美しく響く

社会を作り、SDGsの目標を達成して、ヒトが「青い地球」の上に生き残られるようにすること

を願って止みません。 

ウィル2000 森田登喜子 

 

SDGsとジェンダー 

（生存）1.貧困 2.飢餓 3.健康と福祉 4.教育 5.ジェンダー平等 

（生活、社会・経済活動） 

6.トイレ7.エネルギー8.働きがい・成長 

9.産業・イノベーション 10.不平等 11.都市 12.生産･消費 

（地球）13.気候変動 14.海洋資源 15.陸上資源 

（人のつながり） 16.平和 17.パートナーシップ 
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内閣府 共同参画より 

「子どもの貧困対策の推進に関する法律の改正」を受けて 

1.子どもの貧困対策の推進に関する法律の改正 

子どもの貧困対策の推進に関する法律の施行（平成26年1月19日）から5年が経過し、超党派の「子どもの貧困対策推進議

員連盟」を中心に議論がなされました。こうした議論を受け、より一層子供の貧困対策を推進するため、第198回国会にて改正法

案が全会一致で成立しました。 

今般の改正においては、子供の「将来」だけではなく「現在」に向けた子供の貧困対策を推進すること、各施策を子供の状況に応

じ包括的かつ早期に講ずること、貧困の背景に様々な社会的要因があることを踏まえる等、目的及び基本理念の充実が図られたほ

か、市町村に対する子どもの貧困対策計画の努力義務が規定されています。 

また、「子供の貧困対策に関する大綱（閣議決定）」に記載される施策について、「生活の安定に資するための支援」「保護者

に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援」等、趣旨の明確化が図られています。 

これらの内容からなる改正子どもの貧困対策推進法が9月7日に施行されました。  

2.新たな大綱の策定  

 さらに、政府においては、昨年11月の「子どもの貧困対策会議」の決定も受け、今年度中に新たな「子供の貧困対策に関する大

綱」を策定するよう検討を進めています。 

昨年12月からは、「子供の貧困対策に関する有識者会議」で6回にわたって密度の濃い議論を行っていただき、結果、8月7日に

同会議としての提言「今後の子供の貧困対策の在り方について」が公表されました。この提言は、子供を第一に考え、社会全体で課

題を解決していこうという同会議の構成員の思いが反映されており、新たな大綱に向けた施策の方向性として以下の視点が示されて

います。親の妊娠・出産期から子供の社会的自立までの切れ目のない支援地方公共団体による取組の充実支援が届かない、又

は届きにくい子供・家庭への支援提言も踏まえながら、新たな大綱を早急に策定できるよう取り組んでまいります。 

内閣府子供の貧困対策推進室 

子どもの貧困対策の推進に関する法律 平成25年6月法律第64号 

令和元年6月19日公布（令和元年法律第41号）改正） 


